
上
島
町
議
会 

第
１
回
定
例
会

　
本
定
例
会
は
３
月
７
日（
水
）に
開
会

し
、
同
月
23
日（
金
）に
閉
会
。
議
案

72
件
が
原
案
ど
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

条  

例  

の  

制  

定

■
上
島
町
が
設
置
す
る一般
廃
棄
物
処

理
施
設
に
係
る
生
活
環
境
影
響
調
査
結

果
の
縦
覧
等
の
手
続
き
に
関
す
る
条
例

　

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る

法
律
に
基
づ
き
、
町
が
設
置
す
る一般
廃

棄
物
処
理
施
設
の
設
置
又
は
変
更
に
係

る
届
出
に
際
し
、
生
活
環
境
影
響
調
査

お知らせ お知らせ

○
軽
自
動
車
税
納
税
通
知
書

○
身
体
障
害
者
手
帳
又
は
療
育
手
帳
等

○
運
転
免
許
証

○
車
検
証

　
（
原
付
の
場
合
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
）

■
減
免
対
象

①
歩
行
困
難
な
身
体
障
が
い
者
又
は

精
神
障
が
い
者
が
所
有
す
る
軽
自
動
車

②
18
歳
未
満
の
身
体
障
が
い
者
又
は

精
神
障
が
い
者
と
生
計
を一に
し
、
身
体

障
が
い
者
又
は
精
神
障
が
い
者
を
常
時

介
護
す
る
方
が
所
有
す
る
軽
自
動
車

（
1
台
に
限
る
）

③
身
体
障
が
い
者
等
が
専
用
に
利
用

す
る
構
造
の
軽
自
動
車

※
自
動
車
税
（
県
税
）の
減
免
者
は

　
対
象
外
で
す
。

な
お
、
自
動
車
税
（
県
税
）の
減
免

申
請
に
つ
い
て
は
、
愛
媛
県
今
治
支
局
税

務
室
職
員
が
次
の
と
お
り
出
張
受
付
を

行
い
ま
す
。

●
出
張
受
付
日　
５
月
17
日(

木)

●
会
場
及
び
受
付
時
間

　
弓
削
総
合
支
所（
９
時
30
分
～
12
時
）

　
岩
城
総
合
支
所（
13
時
30
分
～
16
時
）

■
申
請
場
所
及
び
問
い
合
わ
せ
先

弓
削
支
所 

税
務
課　
７
７
｜
２
５
０
０

生
名
支
所 

住
民
課　
７
６
｜
３
０
０
０

岩
城
支
所 

住
民
課　
７
５
｜
２
５
０
０

魚
島
支
所 

住
民
福
祉
課 

７
８
｜
０
０
１
１

軽
自
動
車
税
の

　
　
減
免
申
請
に
つ
い
て

愛
媛
県
職
員
採
用
候
補
者
（
上
級
）

試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

●
第
１
次
試
験

上
級　
６
月
24
日（
日
）松
山
、東
京
、

大
阪
の
い
ず
れ
か
で
受
験
可
能

ま
た
、
民
間
企
業
等
で
職
務
経
験
者

を
対
象
と
し
た
試
験
を
実
施
し
ま
す
。

受
験
資
格
、
申
込
み
方
法
等
詳
細
に

つ
き
ま
し
て
は
、愛
媛
県
職
員
採
用
情
報

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

な
お
、
各
試
験
案
内
は
５
月
11
日

（
金
）か
ら
愛
媛
県
職
員
採
用
情
報
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ

　
愛
媛
県
人
事
委
員
会
事
務
局

　
☎
0
８
９
｜
９
１
２
｜
２
８
２
６

愛
媛
県
職
員
募
集

上
島
町
で
は
、イ
ノ
シ
シ
等
に
よ
る
農
作

物
被
害
が
多
発
し
て
お
り
、捕
獲
隊（
猟

友
会
）の
方
が
捕
獲
を
行
って
い
ま
す
が
、

人
手
が
不
足
し
て
い
る
の
が
現
状
で
す
。

農
家
の
方
、
定
年
退
職
を
さ
れ
た
方
、

休
日
な
ら
活
動
で
き
る
町
民
の
皆
様
、

狩
猟
等
免
許
を
取
得
し
て
捕
獲
へ
の
協

力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

町
で
は
、狩
猟
免
許
取
得
後
に
捕
獲
隊

（
猟
友
会
）へ
入
会
さ
れ
る
方
へ
、
狩
猟

免
許
取
得
・
更
新
、猟
銃
の
所
持
許
可
・

更
新
、
猟
銃
等
の
購
入
に
係
る
費
用
を

町
が
全
額
補
助
し
ま
す
。

狩
猟
等
免
許（
わ
な・猟
銃
）取
得
に
は
、

事
前
に
予
備
講
習（
7
月
頃
）を
受
講

し
、狩
猟
等
免
許
試
験（
8
～
9
月
頃
）

を
受
験
し
ま
す
。ま
た
、猟
銃
所
持
許
可

に
か
か
る
講
習
会
も
日
程
が
発
表
さ
れ

次
第
ご
案
内
い
た
し
ま
す
の
で
、こ
れ
か

ら
猟
銃
所
持
を
検
討
さ
れ
て
い
る
方
も

こ
の
機
会
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

受
講
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
次
の
申

込
先
ま
で
お
申
込
み
く
だ
さ
い

申
し
込
み
を
さ
れ
た
方
へ
は
、
講
習
日

と
試
験
日
が
決
定
（
6
月
上
旬
頃
）
次

第
、ご
連
絡
し
ま
す
。

【
申
込
先
】　　
農
林
水
産
課（
岩
城
）

☎
７
５
｜
２
５
０
０
／
産
業
振
興
課（
弓

削
）☎
７
７
｜
２
２
５
２
／
建
設
課（
魚
島
）

平
成
30
年
狩
猟
等
免
許
取
得

　
　
及
び
猟
銃
購
入
の
ご
案
内

☎
７
８
｜
０
０
１
１

【
申
込
方
法
】　
電
話
又
は
来
庁

【
申
込
期
限
】　
平
成
３０
年
５
月
２５
日（
金
）

今
年
度
か
ら
自
動
車
税
が
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
で
納
付
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
そ
の
ほ
か
、コ
ン
ビ
ニ
や
金
融
機
関
、

県
税
窓
口
で
も
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す

の
で
必
ず
５
月
31
日
（
木
）ま
で
に
納
め

ま
し
ょ
う
。
詳
し
く
は
、５
月
中
旬
頃
お

手
元
に
届
く
納
税
通
知
書
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先

①
自
動
車
税
に
関
す
る
こ
と　

東
予

地
方
局
課
税
課　

☎
０
８
９
７
｜
５
６

｜
１
３
０
０

②
納
税
に
関
す
る
こ
と　

今
治
支
局

税
務
室　
☎
０
８
９
８
｜
２
３
｜
２
５
０
０

自
動
車
税
は
５
月
31
日
ま
で
に

　
納
め
ま
し
ょ
う
！

平
成
30
年
工
業
統
計
調
査

　
　
　
　
の
実
施
に
つ
い
て

工業統計キャラクター
　　　コウちゃん

ら
対
象
の
土
地
へ
立
ち
入
ら
せ
て
い
た
だ

く
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
迷
惑
を
お

か
け
し
ま
す
が
、ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

●
調
査
実
施
会
社　

(

株)

サ
ン
コ
ー
設
計

　
☎
０
８
９
８
｜
３
１
｜
０
７
３
３

●
問
い
合
わ
せ

今
治
土
木
事
務
所
建
設
企
画
課

　
☎
０
８
９
８
｜
２
３
｜
２
５
０
０

土
砂
災
害
防
止
法
に
伴
う

　
　
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

６
月
１
日
時
点
で
、
工
業
統
計
調
査

(

経
済
産
業
省
所
管)

が
実
施
さ
れ
ま
す
。

工
業
統
計
調
査
と
は
、
１
年
間
の
生
産

活
動
に
伴
う
製
造
品
の
出
荷
額
、
原
材

料
使
用
額
な
ど
を
調
査
し
、
製
造
業
の

実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
、政
府
の
重
要
な
調
査
で
す
。

●
調
査
対
象　
製
造
業
を
営
む
従
業
員

４
人
以
上
の
全
て
の
事
業
所（
※
従
業

者
３
人
以
下
の
事
業
所
に
つ
い
て
も
、
調

査
員
が
「
事
業
所
名
・
所
在
地
・
従
業

者
数
・
主
要
製
造
品
名
」
等
の
確
認
に

伺
い
ま
す
。）

●
回
答
方
法　
紙
の
調
査
票 

ま
た
は
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト(

パ
ソ
コ
ン
の
み)

査
書
類
は
５
月
中
旬
頃
か
ら
統
計
調

査
員
が
配
布
、
ま
た
は
、
経
済
産
業
省

か
ら
郵
送
さ
れ
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ　
広
報
情
報
課

　
☎
７
７
ー
２
５
０
０

の
結
果
を
記
載
し
た
書
類
の
縦
覧
の
手

続
き
等
を
定
め
る
必
要
が
生
じ
た
も
の
。

　
　
　
　
　
　
　
｜
原
案
可
決
｜

■
上
島
町
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事

業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等

を
定
め
る
条
例　

　

介
護
保
険
法
の
改
正
に
よ
り
居
宅
介

護
支
援
事
業
者
の
指
定
権
限
が
県
か
ら

市
町
に
委
譲
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
事

業
者
の
指
定
に
関
し
必
要
な
事
項
並
び

に
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の
人

員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
た

も
の
。　
　
　
　
　
　
｜
原
案
可
決
｜

条 

例 

の 

一 

部 

改 

正

■
上
島
町
情
報
公
開
条
例
の一部
を
改

正
す
る
条
例　
　

 　

 

｜
原
案
可
決
｜

　
ほ
か
、
条
例
の一部
改
正
33
件

軽
自
動
車
税
に
つ
い
て
身
体
障
が
い

等
を
理
由
と
す
る
減
免
を
受
け
る
に
は
、

条
例
に
基
づ
き
減
免
申
請
を
し
て
い
た

だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
申
請
さ
れ
る

方
は
、次
の
要
領
で
お
願
い
し
ま
す
。

■
申
請
受
付
期
間

　
５
月
16
日（
水
）
～
５
月
24
日(

木)

■
申
請
に
必
要
な
も
の

【
前
年
度
申
請
さ
れ
て
い
て
、
変
更

等
の
な
い
方
】

○
軽
自
動
車
税
減
免
申
請
書

（
用
紙
は
役
場
に
あ
り
ま
す
）

○
印
鑑

○
軽
自
動
車
税
納
税
通
知
書

○
身
体
障
害
者
手
帳
又
は
療
育
手
帳
等

※
本
人
運
転
で
変
更
の
な
い
方
は
自

　
動
更
新
申
請
し
て
い
る
の
で
申
請

　
　
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

【
新
規・
変
更
の
あ
る
方
】

○
軽
自
動
車
税
減
免
申
請
書

　
（
用
紙
は
役
場
に
あ
り
ま
す
）

○
印
鑑

補　
正　
予　
算

■
平
成
29
年
度
上
島
町一般
会
計
・
特

別
会
計（
13
会
計
）　	
｜
原
案
可
決
｜

　
（
別
表
参
照
）

そ　
　
の　
　
他

■
人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推
薦
に
つ

き
意
見
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

　
宮
川　
阪
光（
弓
削
）　  

｜
同
意
｜

■
人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推
薦
に
つ

き
意
見
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

　
古
本　
貢（
岩
城
）　  　
｜
同
意
｜

新
年
度
当
初
予
算

　
平
成
30
年
度
上
島
町一般
会
計
予
算
、

特
別
会
計
予
算
、企
業
会
計
予
算
に
つ
い

て
、関
連
記
事
を
４
～
５
ペ
ー
ジ
に
掲
載
。

　
東
予
地
方
局
今
治
事
務
所
で
は
、「
土

砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災

害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」

に
基
づ
き
、基
礎
調
査（
急
傾
斜
地
及
び

土
石
流
に
関
す
る
区
域
内
調
査
）を
実

施
し
ま
す
。

作
業
に
当
た
って
は
平
成
30
年
５
月
か

会　計　名 補	正	額 総　額

一般会計 ▲2億3700万円 65億4950万円

国民健康保険 ▲1320万円 13億1980万円

国民健康保険診療所 ▲2890万円 2億3240万円

へき地診療所 ▲10万円 680万円

後期高齢者医療 520万円 1億4340万円

公共下水道 ▲690万円 3億9110万円

簡易水道事 ▲4300万円 1億4910万円

農業集落排水 ▲360万円 5790万円

介護保険事業 ▲3420万円 9億3070万円

介護サービス ▲160万円 5240万円

魚島船舶 − 1億1590万円

特別養護老人ホーム ▲400万円 4億1080万円

生名船舶 ▲1300万円 2億2590万円

補　正　予　算

広報かみじま 2018.5 16広報かみじま 2018.517


